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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
回次 第１期

決算年月 平成21年３月

(1）連結経営指標等  

売上高 千円 31,996,639

経常利益 〃 1,245,889

当期純利益 〃   61,704

純資産額 〃 13,024,889

総資産額 〃 30,273,866

１株当たり純資産額 円 559.63

１株当たり

当期純利益金額
〃 3.14

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
〃     -

自己資本比率 ％ 36.4

自己資本利益率 〃 0.5

株価収益率 倍 90.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
千円 3,383,673

投資活動による

キャッシュ・フロー
〃 △1,017,449

財務活動による

キャッシュ・フロー
〃 △1,948,018

現金及び現金同等物の

期末残高
〃 3,704,323

従業員数

[外、平均臨時雇用者数]
人

1,774

[118]

（注） １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

４．第１期の連結財務諸表は、当社の株式移転完全子会社の川口金属工業株式会社の連結財務諸表を引き継ぎ、期首に設立したものとみな

して作成しております。
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回次 第１期

決算年月 平成21年３月

(2）提出会社の経営指標等     

 売上高 千円 315,143

 経常利益 〃 255,605

 当期純利益 〃 232,293

 資本金 〃 500,000

 発行済株式総数 千株 20,000

 純資産額 千円 4,536,461

 総資産額 〃 4,594,695

１株当たり純資産額 円 226.83

１株当たり配当額

(うち１株当たり

中間配当額)

〃（〃）
5.00

    (-)

１株当たり

当期純利益金額
〃 11.61

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
〃     -

自己資本比率 ％ 98.7

自己資本利益率 〃 5.1

株価収益率 倍 24.4

配当性向 ％ 43.1

従業員数 人 9 

　（注） １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２【沿革】

 株式会社川金ホールディングスの沿革

平成20年10月川口金属工業株式会社（現　株式会社川金ビジネスマネジメント）の単独株式移転により会社設

立。

平成21年２月

 平成21年４月 

株式会社川金コアテック（現・連結子会社）を設立。

株式会社川金ビジネスマネジメントから関係会社株式保有事業を会社分割により継承。

 

 当社の株式移転完全子会社である川口金属工業株式会社（現　株式会社川金ビジネスメネジメント）の沿革 

昭和12年４月 川口製鉄株式会社（資本金50万円）として現在地に設立し、銑鉄、鋳鉄及び鋳鋼の製造販売を営業

目的として創業。

昭和14年11月社名を日本鉄鋼工業株式会社と改称。

昭和20年４月 石産金属工業株式会社と合併し同社の川口工場となる。

昭和23年10月企業再建整備法により旧会社の第二会社として川口金属工業株式会社（資本金500万円）として発

足。

昭和36年10月当社株式を東京証券取引所市場第二部に上場。

昭和42年10月伊丹市に大阪工場を建設。

昭和52年１月 株式会社松田製作所に資本投下（昭和60年８月）埼玉県久喜市、清久工業団地に工場移転（現・連

結子会社）。

昭和53年10月株式会社ケイ・エム・アイ設立（平成19年11月　株式会社ＫＭＩへ社名変更）。

昭和54年11月光陽精機株式会社に資本投下（現・連結子会社）。

昭和55年７月 大阪工場を高石市に建設移転を行う。

昭和60年11月加西市に兵庫工場建設。異型鋼の圧延加工を開始（昭和63年10月）川口金属加工株式会社（平成21

年4月　株式会社川口金属加工へ社名変更）として独立（現・連結子会社）。

平成元年10月 株式会社ノナガセに川口金属加工株式会社が資本投下（現・連結子会社）。

平成６年３月 株式会社林ロストワックス工業に資本投下（現・連結子会社）。

平成14年３月
川口金属鋳造株式会社設立（平成21年４月　株式会社川口金属工業へ社名変更（現・連結子会

社））。

平成16年５月
川口テクノソリューション株式会社設立（平成21年4月　株式会社川金テクノソリューションへ社

名変更（現・連結子会社））。

平成18年８月 川口金属加工株式会社は、新明興産業株式会社を吸収合併。

平成19年４月 茨城県結城市に結城事業所開設。本社構造機材事業部製造部門を移設。

平成19年４月 川口金属加工株式会社より伸縮装置の製造を当社兵庫工場へ移管。

平成19年10月株式会社ケイ・エム・アイより当社郡山事業所（金型製造）を移管。

平成20年９月 株式会社川金金融設立（現・連結子会社）。 

平成20年10月株式移転により株式会社川金ホールディングス（提出会社）を設立。 

平成21年３月

 

会社分割により鋳造事業を川口金属鋳造株式会社へ、金属加工事業を川口金属加工株式会社へ承

継。 

平成21年４月

 

社名を株式会社川金ビジネスマネジメントへ変更。 

会社分割により関係会社株式保有事業を株式会社川金ホールディングスへ、土木建築用機材製造販

売事業を株式会社川金コアテックへ承継。  

３【事業の内容】

　当社グループの主な事業内容と主な関係会社の事業における位置付けは、次のとおりであります。

なお、平成20年10月1日付で持株会社体制に移行し、㈱川金ホールディングスを設立しております。 

（素形材部門）

　鋼材　　　　㈱川口金属加工（旧 川口金属加工㈱）が異型鋼の製造販売を行っております。

　鋳造品　　　㈱川口金属工業（旧 川口金属鋳造㈱）が鋳造品の製造販売を行っております。

               　※ 川口金属鋳造㈱は、平成21年4月に㈱川口金属工業へ社名を変更しております。

　精密鋳造品　㈱林ロストワックス工業、大連（林）精密鋳造有限公司（中国）が精密鋳造品の製造販売を行って

　　　　　　　おります。

（土木建築機材部門）

　橋梁機材　　㈱川金コアテックが橋梁機材関連の製造販売を行っております。

　景観材料　　㈱川金コアテック、㈱ノナガセが景観材料の製造販売を行っております。

　建築材料　　㈱川金テクノソリューション（旧 川口テクノソリューション㈱）がビル用制震装置を設計しておりま

す。

（産業機械部門）
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　射出成型機　㈱松田製作所が射出成型機の製造販売を行っております。

　油圧機器　　光陽精機㈱が油圧シリンダーの製造販売を行っております。 

（不動産賃貸部門）

　㈱川金ビジネスマネジメントが不動産について賃貸を行っております。

　※ 川口金属工業㈱は、平成21年4月に㈱川金ビジネスマネジメントへ社名を変更しております。 

 

なお、当社は関係会社に対する経営指導、㈱川金金融が関係会社に対する資金の貸付を行っております。

 

 　以上の当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

※事業系統図は現時点の事業体制及び社名を記載しております。 
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４【関係会社の状況】

（連結子会社）

名称  住所
 資本金

  (百万円) 
 主要な事業の内容

 議決権の所有割

合（％）
 関係内容

 川口金属工業㈱　※1
埼玉県

 川口市 
90

 素形材

土木建築機材 

不動産賃貸 

100.0 役員の兼任等・・・有

 ㈱川金コアテック
埼玉県

 川口市 
45 土木建築機材 100.0 役員の兼任等・・・有

 ㈱松田製作所　※2
埼玉県

 久喜市 
40  産業機械

 69.6

(69.6)
 役員の兼任等・・・有

 光陽精機㈱　※1
千葉県

 船橋市 
40  産業機械

 70.0

(70.0)
 役員の兼任等・・・有

 ㈱川口金属加工　※1
東京都

 中央区 
62  素形材

 100.0

(100.0)
 役員の兼任等・・・有

 ㈱ノナガセ
東京都

 中央区 
30  土木建築機材

 100.0

 (100.0)
 役員の兼任等・・・有

 ㈱林ロストワックス工業　

　※1

新潟県

 柏崎市 
190  素形材

 75.4

 ( 75.4)
 役員の兼任等・・・有

 大連[林]精密鋳造有限公司

　※1 

中国

 遼寧省 
948  素形材

 75.4

 (75.4)
 役員の兼任等・・・有

 川口金属鋳造㈱　※1
埼玉県

 川口市 
90  素形材  100.0 役員の兼任等・・・有

 川口テクノソリューション㈱

　※1 

埼玉県

 川口市 
90  素形材

 100.0

 (100.0)
 役員の兼任等・・・有

 ㈱川金金融
埼玉県

 川口市 
20  金融業

 100.0

 (100.0)

 資金の借入

 役員の兼任等・・・有

※ 川口金属工業㈱は、平成21年４月に㈱川金ビジネスマネジメントへ社名を変更しております。

※ 川口金属鋳造㈱は、平成21年４月に㈱川口金属工業へ社名を変更しております。

※ 川口金属加工㈱は、平成21年４月に㈱川口金属加工へ社名を変更しております。

※ 川口テクノソリューション㈱は、平成21年４月に㈱川金テクノソリューションへ社名を変更しております。

※ 本報告書においては、原則、旧社名にて記載しております。 

（持分法適用会社） 

名称  住所
 資本金

  (百万円) 
 主要な事業の内容

 議決権の所有割

合（％）
 関係内容

 特殊メタル㈱　※3
福島県

 相馬市 
32  素形材

 19.0

 [81.0]
 役員の兼任等・・・有

　（注）１．主要な事業の欄には、事業の種類別のセグメントの名称を記載しております。

２．※１ 特定子会社に該当しております。

３．連結子会社の「議決権の所有割合」は、(　)は間接所有を内数で表示しております。

４．※２ ㈱松田製作所は有価証券報告書を提出しております。

５．※３ 持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため、関連会社としたものであります。

６．川口金属工業㈱は、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等  (1）売上高  16,127百万円

  (2）経常利益  1,063百万円

  (3）当期純利益  956百万円

  (4）純資産額  2,538百万円

  (5）総資産額  14,060百万円

７．㈱ノナガセは、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が10％を超えております。

主要な損益情報等  (1）売上高  9,390百万円

  (2）経常損失  63百万円

  (3）当期純損失  846百万円

  (4）純資産額  △569百万円

  (5）総資産額  2,426百万円

８．㈱林ロストワックス工業は、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が10％を超えております。

主要な損益情報等  (1）売上高  4,166百万円

  (2）経常利益  131百万円

  (3）当期純利益  61百万円

  (4）純資産額  2,033百万円

  (5）総資産額  2,906百万円

９．㈱松田製作所は、有価証券報告書を提出しているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

10．光陽精機㈱は、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が10％を超えております。

主要な損益情報等  (1）売上高  4,177万円

  (2）経常利益  394百万円

  (3）当期純利益  205百万円

  (4）純資産額  2,745百万円

  (5）総資産額  4,171百万円

11．特殊メタル㈱は、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点」についてのQ&A Q10に従い

連結子会社には該当しておりません。

12．議決権の所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意する者の所有割合で外数となっております。

 

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

素形材事業
1,362

[65]
 

土木建築機材事業
170

[33]
 

産業機械事業
232

[20]
 

不動産賃貸事業 1 

全社 9 

合計
1,774

[118]
 

　（注）　従業員数は就業人員であり（当社グループ外からグループへの出向者を含み、人材会社からの派遣社員を除

く）、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

 ９ 47.9 0.5 6,320

　（注）１．平均年間給与（税込）は、基準外賃金及び賞与を含めております。

２．従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含み、人材会社からの派遣社員を除く）であります。

(3）労働組合との関係

　労使関係において特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当期における当社グループを取り巻く経済環境につきましては、前半は日本、米国、欧州の景気に不透明感が

漂い始めるなか、新興国の経済は堅調に推移してきました。しかし、秋口のいわゆるリーマンショックに端を発

した金融危機が、世界経済に計り知れないマイナスの影響をもたらしました。殆ど全ての業界で生産が大幅にダ

ウンし、夏場まで高騰していた原材料価格も急落するなど、世界全体が急速に景気後退に向かうという大変厳し

い状況となりました。

  このような情勢のなか、当社グループは、昨年10月に持株会社体制に移行し、「高品位なテクノロジーを提供

し、安全で安心できる快適な生活・社会基盤づくりに貢献する」ことを企業理念に据え、より一層の経営効率化

を進めております。グループ各社の相乗効果を高め、各分野での受注確保に努めてまいりました結果、売上高は

31,996百万円となりました。

  損益面では、スクラップなどの原材料価格の上昇が大きく影響いたしました。また、下期に入ってからの工場

稼働率の大幅な悪化もあり、経常利益は1,245百万円となりました。貸倒引当金繰入額や為替予約解約損などの特別

損失を計上したため、当期純利益は61百万円となりました。

事業の種類別セグメントの状況

［素形材部門］

  鋳鉄品につきましては、射出成型機向けの受注が在庫調整により計画を下回りました。鋳鋼品につきまして

は、建機向けなどの新規開拓を強化したことにより既存分の落ち込みをカバーいたしました。精密鋳造品につき

ましては、自動車向け部品、熱処理治具等が大幅に落ち込みました。異型圧延鋼につきましては、直動軸受装置

用が前半は順調でしたが、後半に民間設備投資の停滞を受け受注が激減いたしました。これらの結果、この部門

の売上高は10,204百万円となりました。　

［土木建築機材部門］

  丸鋼販売につきましては、不動産不況を受けマンション建設向けの需要が低調でした。建築用機材につき

ましては、アドバンス制震システムが大学校舎等の耐震補強物件を中心に採用が拡大いたしました。土木用機

材につきましては、公共工事の発注が低調な中で、免震支承をはじめ高機能製品の投入を続け受注は計画を達

成しました。これらの結果、この部門の売上高は15,874百万円となりました。　

［産業機械部門］

　ゴム射出成型機につきましては、自動車関連の在庫調整による大幅な受注減が影響し、売上が計画を下回りま

した。油圧機器につきましては、大型クレーン用シリンダーが堅調で、受注、生産ともに計画を達成しました。

これらの結果、この部門の売上高は5,591百万円となりました。

［不動産賃貸部門］

  不動産賃貸につきましては、昨年11月に商業施設（ララガーデン川口）が開業いたしました。この結果、この

部門の売上高は326百万円となりました。

※本報告書では当社が設立初年度のため前連結会計年度との対比は行っておりません。 

EDINET提出書類

株式会社川金ホールディングス(E21200)

有価証券報告書

 8/83



(2）キャッシュ・フロー

 当連結会計年度末

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 3,383

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △1,017

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △1,948

現金及び現金同等物の期末残高（百万円） 3,704

　当期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの増加等により資金が増加したため、資金の残高は3,704百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローにより獲得された資金は、3,383百万円となりました。これは主に売上債権の

減少等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローにより支出された資金は1,017百万円となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローにより支出された資金は1,948百万円となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出等によるものであります。

２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

前年同期比（％）

素形材事業（千円） 15,181,821 －

土木建築機材事業（千円） 10,583,829 －

産業機械事業（千円） 5,604,045 －

合計（千円） 31,369,696 －

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額は、消費税等は含まれておりません。

３．本報告書の当連結会計年度については、当社が川口金属工業㈱の連結財務諸表を引き継ぎ、期首に設立し

たものとみなして作成しているため、平成20年4月1日から平成21年3月31日としております。 

(2）受注状況

　当連結会計年度における受注状況を事業のセグメント別に示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

素形材事業 13,578,998 － 2,208,008 －

土木建築機材事業 20,719,015 － 6,429,111 －

産業機械事業 5,120,979 － 628,051 －

合計 39,418,993 － 9,265,171 －

　（注）１．金額はセグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額は、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業のセグメント別に示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

前年同期比（％）

素形材事業（千円） 10,204,799 －

土木建築機材事業（千円） 15,874,077 －

産業機械事業（千円） 5,591,232 －

不動産賃貸事業（千円） 326,529 －

合計（千円） 31,996,639 －

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額は、消費税等は含まれておりません。

 

３【対処すべき課題】

　今後の経済状況につきましては、世界経済の景気後退がいつまで続くのか見当がつかないと言わざるを得ない状況

にあります。当社グループが関係いたします自動車、工作機械、成型機、建機、建設の各業界のいずれも新規受注の大

幅減という、これまでに経験したことのない大変厳しい環境がしばらく続くものと思われます。

　当社グループの事業セグメントのうち、素形材部門、産業機械部門につきましては、民間設備投資動向に大きく影響

されますが、各業界においては、残念ながら積極的な動きがみられず、現時点では見通しがたたない状況です。受注面

では、新規顧客の開拓を進めて既存需要家の落ち込み分の影響を少しでも抑えてまいります。生産面では、設備稼働

率を向上させ生産性向上と品質の安定もめざします。コスト面におきましても、設計の見直しや製造方法の簡素化を

進め、更なるコストダウンを徹底してまいります。

　土木建築機材部門につきましては、橋梁建設市場が低調なまま厳しい受注環境が続くものと予測されます。一方、民

間建築市場では既存建築物の耐震補強に対する需要が上向いてきております。橋梁用免震部材のトップメーカーと

して培ってきた技術力をベースに、当社グループの鋳造、ゴム、油圧分野での製品ノウハウを駆使し、免震支承、機能

分離型支承、橋梁用粘性ダンパー、アドバンス制震システム、建築用滑り支承、モジュラー型伸縮装置等高付加価値製

品の研究開発・拡販に注力してまいります。

　この４月には、当社の株式移転完全子会社である川口金属工業株式会社が事業部門毎に個々の会社に分割され、新

しい当社グループが誕生いたしました。これにより、各社の責任を明確にするとともに、意思決定をよりスピード

アップし、各社間、事業部門間の相乗効果を引き出すよう注力してまいります。そして、激変する環境の中にあっても

安定した収益を確保できうる経営基盤の強化を図るとともに、グループ全体の最適化を目指し、常に変化する外部環

境に経営が即応できるようなグループ戦略を構築いたします。過大な設備や人的資源配置の見直し、各社間での共同

研究開発等を目的としたグループ全体の体制再構築を推進し、より強力で筋肉質なグループ体制づくりに邁進する

ことにより、グループとしての企業価値の向上を図り、更なる発展を目指してまいります。また、内部統制の観点から

も当社がグループ各社を統括し、適切なリスク管理を行ってまいります。　
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株式会社の支配に関する基本方針

　当社は、平成21年５月15日開催の取締役会にて、買収防衛策の導入について決議いたしました。平成21年６月26日開催

の定時株主総会の議案として承認を得ました。

Ⅰ　当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

上場会社である当社の株券等は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株券等に対する大

量買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆

様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

しかしながら、近年のわが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付

行為またはこれに類似する行為を強行する動きも見受けられないわけではなく、こうした大量買付行為の中には、対

象会社の企業価値向上および会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源

泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値および株主共同の利益を中長期的

に確保、向上させる者でなければならないと考えております。したがいまして、企業価値および会社の利益ひいては

株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務

および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

Ⅱ　基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社では、当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆様

に長期的に継続して当社に投資していただくため、今般決定しました上記Ⅰの基本方針の実現に資する特別な取組

みとして、以下の施策を実施しております。

この取組みは、下記２の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当社の企業価値および会社

の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上するべく十分に検討されたものであります。したがって、上記Ⅰの

基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とす

るものでもありません。

１．沿革

　当社の完全子会社である川口金属工業株式会社は、昭和23年、鋳物の街川口を代表する鋳造会社として創業いた

しました。昭和33年には橋梁用支承の本格的な設計製作、昭和36年に電炉鋼ビレットの製造、昭和60年に異型鋼の

圧延加工、平成２年に伸縮装置、平成８年にゴム免震支承、平成16年に制震ダンパーを、各々開始・投入いたしま

した。この間、我が国の産業の発展に伴い、当社グループ戦略においても事業拡大の必要性が増し、昭和52年に射

出成型機、昭和54年に油圧シリンダー、平成６年に精密鋳造品の各製造会社をグループ内に取り込みました。この

ように、当社グループは、技術力と現場力を重視したグループ体制を築きあげ、会社の利益向上に努めてまいりま

したが、更なる発展のため、平成20年10月１日に持株会社である株式会社川金ホールディングスを設立し、持株会

社体制に移行いたしました。さらに、平成21年４月１日に子会社を素形材事業・土木建築機材事業・産業機械事

業の各事業分野別に再編しました。 

２．企業価値向上への取組み

　昨年創業60周年を迎えた当社グループは、一貫して「高品位な製品で安心安全を提供し、よりよい社会の実現に

貢献する」ことを経営理念としてきており、当社の免震支承や制震装置によって橋梁などの社会資本や学校、病

院、庁舎、ビルやマンションに至る建築物、ひいては市民の安全を守ることをその使命としております。鋳造部品、

産業機械パーツにおきましても、最終製品の機能を十二分に発揮させ、ユーザーが安心して使える製品提供を目

指すものであります。

　この企業理念を実現するために、次の３点を経営の基本方針としております。

（1）全社員の能力向上により、社の総合力を高め成長と発展を続ける。

（2）新たな技術へのたゆまぬ挑戦により、顧客のニーズを満たす。

（3）法令遵守の精神にのっとり、公明正大な企業活動を実践する。

　この経営の基本方針にのっとり、当社グループは、世界単位で激変する環境の中にあっても、安定的な収益を確保

できうる経営基盤の強化を図るとともに、更なる発展を目指し、平成20年度から始まる中期経営計画を策定し、実

行しております。また、過大な設備、人的資源の見直しを目的としたグループ全体を見渡した体制再構築を積極的

に推進し、原材料の高騰などの外部要因による影響を内部吸収できるような筋肉質なグループ体制にしてまいり

ます。このような体制再構築の一環として、グループ全体の最適化の観点にたった経営資源の再配分やリスク管

理、事業基盤の維持強化を進めるため、持株会社制へ移行いたしました。

　現在、当社グループは、当社、連結子会社11社、および関連会社１社により構成され、土木建築用構造機材、素形材、

および産業機械の３分野を主な事業領域としております。いずれも「高品位部材メーカー」をキーワードに高い

技術力と確かな製品力によって、需要家のニーズを満足させることを経営方針としております。

　土木建築用構造機材につきましては、橋梁用免震支承のトップシェアを維持しており、市場のリーダーとして高

機能化や低価格化といった課題に取り組んでおります。

　素形材につきましては、永年培ってきた技術力と現場力によって、産業機械用部品や自動車部品などを中心に、新

しい材質や形状の鋳造、加工にチャレンジしております。特に安価な外国製品に対抗できる価格競争力を備えつ
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つ、品質・納期面での優位性を出すことによって、差別化をはかっております。

　産業機械につきましては、高機能が要求されるマーケットにあって、トップメーカーの地位を確保すべく、国内向

け、海外向けともに様々なニーズに応えられるような技術提案力の向上と生産能力の増強に努めております。

　このような状況の中で、上記の経営の基本方針をベースに当社グループの中期経営計画を平成20年度からスター

トさせております。当社グループは、当中期計画を以下のようなポイントに重点を置いて策定しております。

（1）時代の変化に迅速に対応できる柔軟で活力ある企業体質づくりをはかる。

① 新製品の開発・販売の強化、ならびにスピードアップ

② 技術力・生産力・営業力の強化

（2）収益力の強化

① 商品の適正価格販売

② トータルコスト低減

（3）安全で健康な職場作り

　以上のとおり、当社グループにおける企業価値の源泉は、各事業分野において永年にわたり蓄積してきた「技術

力」と「現場力」にあります。それらによって構築された顧客との長期的信頼関係、変化する顧客ニーズを満た

す新製品開発能力、市場への提案力、品質・納期に関する製品力などが当社グループの持続的な企業価値および

会社の利益ひいては株主共同の利益向上への取組みの根幹となっております。そして当然ながらにして、これら

のような技術的見地をベースに、様々なノウハウを有機的かつ継続的に融合させていくことのできる人材が、こ

の取組みに必要不可欠であります。当社グループは、当社グループが関わる製品や技術情報、市場等についての豊

富な経験と知識、すなわち「技術力」と「現場力」に対する適切な理解なくしては、当社グループの企業価値お

よび会社の利益ひいては株主共同の利益を向上させるための施策の策定、実行は困難であると考えております。

３．コーポレートガバナンス（企業統治）への取組み

　また、当社は、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を向上させるためには、経営の効率性、健全性、

透明性を高め、コーポレートガバナンスを充実させることが重要であると考えております。

　経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の経営責任を明確にするために、取締役全

員の任期を１年としております。また、監査役会は、社外監査役２名を含む３名で構成され、監査役は、取締役会に

出席するほか、各種会議等に参加し、積極的に意見を述べており、十分な経営チェックが可能な体制となっており

ます。

　内部監査については、業務執行機関と独立した部門として、監査室を設置しております。内部統制システムの構築

とグループ内浸透を推し進めております。

　また、株主の皆様、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼を一層高めるため、安全・環境・品

質の確保、社会貢献活動、法令遵守の徹底等のＣＳＲ活動の更なる充実に努めております。

Ⅲ　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

１．企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現

（1）企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反する株券等の大量買付行為の存在

　以上のとおり、当社においては、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に全力で取

り組む所存ですが、近年の資本市場においては、株主の皆様に十分な検討時間を与えず、また対象となる会社の

経営陣との十分な協議や合意などのプロセスを経ることなく、突如として株券等の大量買付行為を強行すると

いった動きも見受けられないわけではありません。

　もとより株券等の大量買付行為は、たとえそれが対象である会社の取締役会の賛同を得ないものであっても、

当該会社の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現

をもたらすものであれば、何ら否定されるべきものではないと考えます。

　しかし、このような大量買付行為の中には真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当該会社

の株価を上昇させて当該株券等を高値で会社関係者等に引き取らせる目的で行うものなど、企業価値および会

社の利益ひいては株主共同の利益を著しく損なうことが明白ないわゆる「濫用的買収」が存在する可能性があ

ることは否定できません。

　また、当社は、前述のとおり、長年築いてきたお客様との信頼関係を維持・発展させていくことをはじめ、さま

ざまなステークホルダーとの良好な関係を継続することが、当社の中長期的な企業価値を向上させ、株主の皆様

の利益につながるものであることを確信しております。当社株券等の大量買付者（下記２.(2)①で定義されま

す。）がこれらのことを十分理解し、中長期的にこれらを確保、向上させるのでなければ、当社の企業価値および

会社の利益ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

（2）本プラン導入の必要性

　当社の株券等は譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の投資家の皆様に自由に取引いただいていま

す。したがって、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委

ねられるべきものであります。
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　当社としては、上記(1)のような状況下で大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値お

よび会社の利益ひいては株主共同の利益に資するものであるか否か、株主の皆様に適切に判断していただき、提

案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情

報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社は、当社の企業

価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更

・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとと

もに、代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべき

であります。

　当社は、このような考え方に立ち、以下のとおり本プランを設定いたしました。大量買付者に対し、本プランの

遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、ならびに大量買付行為が当社の企業価値およ

び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害すると判断される場合の対抗措置を定めています。

２．本プランの内容

（1）本プランの概要 

　本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手

続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の

企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる

大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。ま

た、会社法その他の法律および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された

場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。

　本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、①大量買付者およ

びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者およびそ

の関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。

　本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者およびその

関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

　なお、本プランに従って対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発行登録を行うことがあります。

（2）本プランの発動に係る手続

① 対象となる大量買付行為

　本プランの対象となる行為は、当社株券等の一定数以上の買付けその他の有償の譲受けの結果、

ⅰ. 当社の株券等
1
の保有者

2
が保有

3
する当社の株券等に係る株券等保有割合

4
の合計

ⅱ. 当社の株券等
5
の公開買付者

6
が所有

7
しまたは所有することとなる当社の株券等および当該公開買付

者の特別関係者
8
が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合

9
の合計

のいずれかが20％以上となる者（以下「特定株式保有者」といいます。）による当社株券等の買付けその他

の有償の譲受けまたはその提案とします（ただし、当社取締役会があらかじめ承認したものを除きます。この

ような買付け等を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大量買

付者」といいます。）。

1. 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとしま

す。

2. 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者

を含むものとします。以下同じとします。

3. 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する保有をいいます。以下同じとします。

4. 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。以下同じとします。

5. 金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。以下ⅱにおいて同じとします。

6. 金融商品取引法第27条の３第２項に規定する公開買付者をいいます。以下同じとします。

7. 金融商品取引法第27条の２第１項に規定する所有をいいます。以下同じとします。

8. 金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者につ

いては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を

除きます。以下同じとします。

9. 金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとします。 

② 本プランの公表および大量買付者に対する情報提供の要求

　当社は、本プランについて株式会社東京証券取引所の定める諸規則に基づき適時開示を行うとともに、当社

のホームページに本プランを掲載いたします。

　大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の実行に先立ち、当社取締役会

に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）

を日本語で記載した、本プランに定める手続を遵守する旨の意向表明を含む買付提案書を提出していただき

ます。なお、買付提案書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量買付者の存在を証明する書類を添付し

ていただきます。
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　当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものとします。大量

買付者から提供していただいた情報では、当該大量買付行為の内容および態様等に照らして、買収の是非に関

する株主の皆様の適切なご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が

合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途要求する追加の情報を大量買付者から提供していただきま

す。（ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為の内容、本必要情報の

内容および性質等に鑑み、株主の皆様が買収の是非を適切に判断するために必要な水準を超える追加情報提

供の要求を行わないこととします。）かかる追加情報提供の要求は、上記買付提案書受領後またはその後の追

加情報受領後10日以内に行うこととします。

ⅰ. 大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファンドの場合は）組合員その他

の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、業務内容、財務内容、および当社の事業と同種

の事業についての経験等に関する情報等を含みます。）

ⅱ. 大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等の数、ならびに買付提案書提出日前60日

間における大量買付者の当社の株券等の取引状況

ⅲ. 大量買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大量買付行為の後にお

ける当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（金融商品取引法第27条の26第1項、同

法施行令第14条の８の２第１項、および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規

定する重要提案行為等を意味します。）を行うことその他の目的がある場合には、その旨および概要を

含みます。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。）、方法および内容（大量

買付行為により取得を予定する当社の株券等の種類および数、大量買付行為の対価の額および種類、大

量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性ならびに大量買付行為の実行

の可能性等を含みます。）

ⅳ. 大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実および仮定、算定方法、算定に用いた数値情報

ならびに大量買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額およびその算定

根拠等を含みます。）

ⅴ. 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます。）の具体的名称、調達方

法、関連する取引の内容等を含みます。）

ⅵ. 大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社および当社グループの事業と同種の

事業についての経験等に関する情報を含みます。）、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策および資

産活用策（ただし、大量買付者による買収提案が、少数株主が残存しない100％の現金買収の場合、本号

の情報の提供については概略のみで足りることとします。）

ⅶ. 大量買付行為の後の当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グループに係る利害関係者の処

遇方針

ⅷ. 大量買付行為のために投下した資本の回収方針

ⅸ. その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

  なお、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合はその事実を、また、買付提案書または追

加情報を受領した場合はその受領の事実を、直ちに株主の皆様に開示いたします。大量買付行為があった事実

および大量買付者から当社取締役会に提供された情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要である

と当社取締役会が判断する時点で、その全部または一部につき株主の皆様に情報開示を行います。

③ 当社取締役会の検討手続

  当社取締役会は、大量買付者から提出された買付提案書に記載される内容につき、買収の是非に関する株主

の皆様の適切なご判断および当社取締役の評価・検討等のために必要な水準を満たすものであると判断した

場合（大量買付者による情報提供が不十分であるとして当社取締役会が追加的に提出を求めた本必要情報が

提出された結果、当社取締役会が買付提案書と併せて本必要情報として十分な情報を受領したと判断した場

合を含みます。）、その旨ならびに下記記載の取締役会評価期間の始期および終期を、直ちに大量買付者およ

び独立委員会に通知し、株主の皆様に対する情報開示を法令および株式会社東京証券取引所の定める諸規則

に従って適時かつ適切に行います。当社取締役会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日から60日以

内（以下「取締役会評価期間」といいます。）に、必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券

会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を得ながら、提供された本必要情

報を十分に評価・検討し、下記④に定める独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に関す

る当社取締役会としての意見を十分検討の上とりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株

主の皆様に公表いたします。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法につ

いて交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。

  大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買付行為を開始することができるものと

します。ただし、下記⑦に定める不実施決定通知を受領した場合は、同通知を受領した翌営業日から、大量買付

行為を行うことが可能となります。　　　

④ 独立委員会の設置
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  本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、ならびに、本プランに定めるルールが遵

守された場合に当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために

必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行い

ますが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独

立委員会を設置することとします。独立委員会は、３名以上５名以下の委員により構成され、委員は、社外取締

役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締役

または執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。

⑤ 対抗措置の発動の手続

  当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性および公正性を担保するため

に、以下の手続を経ることとします。

  まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問

し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナ

ンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者（当社が費用を負担することとします。）の助言を

得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置

を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。

  また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を含む当社監査役全員の賛成を得た

上で、当社取締役全員の一致により発動の決議をすることといたします。当社取締役会は、当該決議を行った

場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様に情報開示を

行います。

  なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の提供する本必要情報に基づき、必

要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的内容ならびに

当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に与える影響等を評価・検討

等した上で、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。 

⑥ 対抗措置の発動の条件

ⅰ. 大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行おうとする場合

  当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行おうと

する場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の如何を問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値お

よび会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧告を

最大限尊重した上で、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上さ

せるために必要かつ相当な対抗措置を講じることといたします。

ⅱ. 大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合

  大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合には、当社

取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等

を行う場合であっても、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の提

案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する本必要情報およびそれに対する当

社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。

  ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合で

あっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行為の内容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を

行った結果、当該大量買付者の買付提案に基づく大量買付行為が、当社の企業価値および会社の利益ひい

ては株主共同の利益を著しく害するものであると認めた場合には、取締役会検討期間の開始または終了

にかかわらず、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値および会

社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために、必要かつ相当な対抗措置を講じる

ことがあります。具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則とし

て、当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を

著しく害するものに該当すると考えます。 

(ⅰ) 高値買取要求を狙う買収である場合

(ⅱ) 重要な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に大量買付者の利益実現を狙う買

収である場合

(ⅲ) 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収である場合

(ⅳ) 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一時的高配当による株価急

上昇の機会を狙って高値で売り抜けることにより、当社の企業価値および会社の利益ひいては株

主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収である場合

(ⅴ) 当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適切な買収である

場合

(ⅵ) 最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設

定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行うなど、株主に株券等の売却を事実上強要するお
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それがある買収である場合

(ⅶ) 大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較に

おいて、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後する場合

(ⅷ) 大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切である場合

(ⅸ) 前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合

a． 当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するおそれがあることが

客観的かつ合理的に推認される場合

b． 当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共

同の利益が著しく害されることを回避することができないかまたは回避することができないお

それがある場合 

⑦ 当社取締役会による対抗措置の実施・不実施に関する決定

  当社取締役会は、上記⑥ⅰまたはⅱのいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置

の実施または不実施に関する決定を行います。

  当社取締役会は、対抗措置の実施または不実施の決定を行った場合、直ちに当該決定の概要そのほか当社取

締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知（以下、不実施の決定に係る通知を「不実施決定通知」とい

います。）し、株主の皆様に対する情報開示を行います。大量買付者は、取締役会評価期間経過後または当社取

締役会から不実施決定通知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となります。

⑧ 当社取締役会による再検討

  当社取締役会は、一旦対抗措置を実施すべきか否かについて決定した後であっても、大量買付者が大量買付

行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止した場合など、当該決定の前提となった事実関係等に

変動が生じた場合には、改めて独立委員会に諮問した上で再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重し

て、対抗措置の実施または中止に関する決定を行うことができます。

  当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項

を大量買付者に通知し、株主の皆様に対する情報開示を行います。

（3）対抗措置の概要

　当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、本新株予約権の無償割当てを行います。本新

株予約権は、本新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会において定める一定の日（以下「割当期日」

といいます。）における、最終の株主名簿に記載または記録された株主（ただし、当社を除きます。）に対し、そ

の保有株式1株につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で割り当てられます。

　本新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（行使価額）は1円であり、本新株

予約権１個の行使により、本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」といいます。）に対して

当社普通株式１株が交付されます。

　ただし、特定株式保有者およびその関係者は、本新株予約権を行使することができないものとします。

　また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条項に基づき、一定の条件

の下で特定株式保有者およびその関係者以外の本新株予約権者から、当社普通株式と引換えに本新株予約権を

取得することができます。なお、当社は一定の条件の下で本新株予約権全部を無償で取得することも可能です。

　さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。

上記(1)記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、会社法その他の法令および当社の定款上認められる

その他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることがあり

ます。

  当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を実施した場合、当社取締役会が適切と認める事項について、適

時に株主の皆様に対する情報開示を行います。 

（4）本プランの有効期間、廃止および変更

　本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成24年６月開催予定の平成24年３月期に関する定時

株主総会の終結の時までとします。ただし、本プランは、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会におい

て本プランを廃止する旨の決議が行われた場合または②当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

　また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議による委任の範囲内におい

て、必要に応じて独立委員会の意見を得た上で、本プランの技術的な修正または変更を行う場合があります。

　なお、本プランは平成21年５月15日現在施行されている法令の規定を前提としておりますので、同日以後、法令

の新設または改廃等により本プランの規定に修正を加える必要が生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、か

つ、本プランの基本的考え方に反しない範囲で、適宜本プランの文言を読み替えることとします。

　本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実その他当社取締役会が適切

と認める事項について、速やかに公表いたします。

　また、平成24年３月期に関する定時株主総会の終結の時以降における本プランの内容につきましては、必要な

見直しを行った上で、本プランの継続、または新たな内容のプランの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認

させていただく予定です。
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３．株主および投資家の皆様への影響

（1）本プランの導入時に株主および投資家の皆様に与える影響 

　本プランの導入時点においては、対抗措置自体は行われませんので、株主および投資家の皆様の法的権利また

は経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

（2）本新株予約権の無償割当ての実施により株主および投資家の皆様に与える影響

　本新株予約権は、割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個以上で当社取締役会

が定める数の割合により無償で割り当てられますので、その行使を前提とする限り、株主の皆様が保有する株式

全体の価値に関して希釈化は生じません。

　もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない場合には、他の株主の皆

様による本新株予約権の行使により、その保有する株式の価値が希釈化することになります。ただし、当社は、当

社取締役会の決定により、下記(4)②に記載の手続により、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない

株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がかかる

取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様は、本新株予約権の行

使および行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、その保有する株式１株あたり

の価値の希釈化は生じますが、保有する株式全体の価値の希釈化は生じません。

　なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新株予約権の無償割当て

を中止しまたは無償割当てされた本新株予約権を無償で取得する場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化

は生じませんので、１株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、

株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

（3）本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際して株主および投資家の皆

様に与える影響

　本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているため、当該行使または

取得に際して、特定株式保有者およびその関係者の法的権利または経済的利益に希釈化が生じることが想定さ

れますが、この場合であっても、特定株式保有者およびその関係者以外の株主および投資家の皆様の有する当社

の株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。もっ

とも、本新株予約権自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株予約権の行使または本新株予約権

の当社による取得の結果株主の皆様に株式が交付される場合には、株主の皆様の振替口座に当該株式の記録が

行われるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分については、譲

渡による投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。
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（4）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続等 

① 本新株予約権の行使の手続

  当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、原則として、本新株

予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容および数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録

を行うための振替口座等の必要事項ならびに株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等につい

ての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予

約権の行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様が行使期間中にこれら

の必要書類を提出したうえ、本新株予約権１個あたり１円を払込取扱場所に払い込むことにより、１個の本新

株予約権につき１株（対象株式数の調整があった場合には、調整後の株数）の当社普通株式が交付されるこ

とになります。なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、本新株予約権の行使の結果として交付さ

れる当社普通株式については、特別口座に記録することができませんので、株主の皆様が本新株予約権を行使

する際には、証券口座等の振替口座を開設していただく必要がある点にご注意ください。

② 当社による本新株予約権の取得の手続

  当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、取得条項が複数

ある場合には、それぞれ取得条項毎に、取締役会の決議を行い、かつ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施

した上で、本新株予約権を取得します。また、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に交

付することとした場合には、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご

自身が特定株式保有者またはその関係者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言

を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。

 Ⅳ　本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の

維持を目的とするものではないことおよびその理由）

本プランは、以下の理由により、上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではな

く、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

１．買収防衛策に関する指針の要件等を充足していると考えられること 

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、

「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当性確保の原則」）を充足しており、また、株式会社東京証券取引

所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致したものと考えます。なお、本プランは、平成20年６月30

日に公表された、経済産業省の企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」

の内容も勘案しております。

２．企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として導入されていること 

　本プランは、上記Ⅲに記載のとおり、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じ

るべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交

渉を行うこと等を可能とするために必要な情報や時間を確保することにより、当社の企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益を確保または向上することを目的として導入されるものです。

３．株主意思を重視するものであること 

　本プランは、導入にあたり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、本定時株主総会において

株主の皆様の承認をいただいております。さらに、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本

プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなり、その意味で、本プ

ランの導入だけでなく存続についても、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

　また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の実施または不実施の判断を株主の皆様が取締役会に委ねる前提

として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様にお示しするものです。した

がって、当該発動条件に従った対抗措置の実施は、株主の皆様のご意向が反映されたものとなります。 

４．独立性の高い社外者の判断の重視

　当社は、上記Ⅲ ２.(2)④に記載のとおり、本プランの導入にあたり、当社取締役会の判断の合理性および公正性

を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置します。

　このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決定を行うことにより、当社取締役会が恣

意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐとともに、同委員会の判断の概要については、適宜株

主の皆様に情報開示を行うこととされており、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に適う

ように本プランの運営が行われる仕組みが確保されております。 

５．合理的な客観的要件の設定

　本プランは、上記Ⅲ ２.(2)に記載のとおり、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動

されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しておりま

す。 

６．独立した地位にある第三者の助言の取得

　本プランは、上記Ⅲ ２.(2)③およびⅢ ２.(2)⑤に記載のとおり、大量買付者が出現した場合、取締役会および独

立委員会が、当社の費用で、当社から独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁
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護士、公認会計士等の第三者の助言を得ることができることとされています。これにより、取締役会および独立委

員会による判断の公正性および合理性がより強く担保される仕組みが確保されています。

７．デッドハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、上記Ⅲ ２.(4)に記載のとおり、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議に

よりいつでも廃止できることとされており、取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できな

い、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではありません。
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４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）事業の特徴について

　当社グループの連結売上高のうち、公共事業向け製品の売上が約５割を占めておりますが（土木建築機材部門）、

この部門では政府自治体の予算配分を含めて、公共投資の動向によって業績に影響を受ける可能性があります。

(2）公共工事向け製品の納入時期について

　公共工事の発注は、予算執行の関係上下半期に多くなる傾向があり、これまでの実績では当社製品の納入時期が特

に第４四半期に集中しております。そのため、会計年度の上半期と下半期とでは、売上高や損益額に著しい差異が生

じます。当社では、このような季節的変動要因を軽減するため、受注量に応じた閑散期の人員の配転や繁忙期の派遣

採用、上半期への休日振替等を行っております。

(3）特定顧客への依存度について

　素形材事業のうち、射出成型機用鋳鉄品、及び、直動軸受用異型鋼につきましては、特定顧客からの受注に依存して

おります。受注量の長期契約は行っていないため、これら特定顧客の動向によって業績に影響を受ける可能性があ

ります。

(4）原材料の高騰について

　当社グループは、製品製造にあたり、スクラップやニッケル等の鉄原料、鋼材、天然ゴムなどを原材料として購入し

ています。これら相場の変動により原材料価格が高騰し、当社グループの製造原価を押し上げる可能性があります。

(5）製造物責任について

　当社グループは、メーカーとして顧客仕様に基づく製品を製造、販売しておりますが、性能不良や欠陥等の瑕疵担

保責任に起因する損害賠償等の負担により業績に影響を受ける可能性があります。また、製造物責任賠償について

は保険に加入しておりますが、損害賠償額が保険でカバーしきれない場合は業績に影響を受ける可能性がありま

す。

５【経営上の重要な契約等】

技術受入契約

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

川口金属工業㈱ マゲバ社 スイス 伸縮継手
特許実施許諾

(注)１

平成20年１月１日

平成21年12月31日

川口金属工業㈱ オイレス工業㈱ 日本 支承、沓
特許実施許諾

(注)２

平成15年６月19日

から許諾特許の有

効期間

川口金属工業㈱

㈱アイ・エイチ・アイ

 フォイト ペーパーテ

クノロジー

日本
スクリーン

 プレート

特許実施許諾

(注)３

平成21年１月25日

平成22年１月24日

　（注） １．ロイヤリティとして売上高の４％程度を支払っております。

２．ロイヤリティとして売上高の５％程度を支払っております。

３．ロイヤリティとして売上高の18.4％程度を支払っております。

 

　（株式移転）

川口金属工業㈱（現　㈱川金ビジネスマネジメント、以下「甲」）は、平成20年6月6日に株式移転計画を取締役会

にて承認いたしました。

株式移転計画の概要は、以下のとおりであります。

①株式移転計画の内容

　川口金属工業㈱を株式移転完全子会社とする㈱川金ホールディングス（以下「乙」を設立する株式移転計画

②目的

社会経済環境が急速に変化し、顧客ニーズが高度化・複合化する中でさらなる成長・発展を遂げるためには、当社

グループの求心力を高め、グループの総合力をこれまで以上に発揮することが必要であると考え、持株会社体制へ移

行することを目的とし、当社を設立いたしました。

③株式移転の日

　平成20年10月1日

④株式移転の方法

乙は、本株式移転に際して、乙の成立の日の前日の最終の甲の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）に記

載又は記録された甲の株主（実質株主を含む。以下同じ。）に対し、その所有する普通株式に代わり、甲が乙の成立
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の日の前日現在発行している普通株式数の合計と同数の乙の普通株式を交付する。

乙は、本株式移転に際して、乙の成立の日の前日の最終の甲の株主名簿に記載又は記録された甲の株主に対し、そ

の所有する甲の普通株式１株につき、乙の普通株式１株の割合をもって割当てる。

⑤株式移転交換完全親会社の概要

資本金　500百万円　主な事業内容　グループ管理事業 

 

（会社分割）

当社の連結子会社である川口金属加工株式会社（以下「甲」という。）と株式会社川金金融（以下「乙」とい

う。）は、平成20年10月に吸収分割契約を締結いたしました。

吸収分割契約の概要は、以下のとおりであります。

①吸収分割契約の内容

甲の営むグループ資金貸付事業（以下、「本件事業」という。）に関する権利義務の全部を乙に承継させるため

の吸収分割（以下、「本件分割」という）を行う。

②目的

グループ再編の一環として行われる吸収分割であります。

③分割期日

平成20年12月1日

④吸収分割に際し交付する金銭および株式等

乙は、本件分割に際して甲に対し、金銭および株式等の発行、交付を行わない。

⑤承継する資産・負債の状況（平成20年3月31日）

資産400百万円

⑥両社の概要

川口金属加工㈱　資本金　62百万円　主な事業内容　金属加工業

㈱川金金融　資本金　20百万円 主な事業内容　金融業

 

（会社分割）

川口金属工業株式会社（以下「甲」という。）と川口金属鋳造株式会社（以下「乙」という。）は、平成20年1月に

吸収分割契約を締結いたしました。

吸収分割契約の概要は、以下のとおりであります。

①吸収分割契約の内容

　甲の営む鋳物製造事業ならびに金属加工事業に関する権利義務の全部を乙に承継させるための吸収分割を行う。

②目的

グループ再編の一環として行われる吸収分割であります。

③分割期日

平成21年3月1日

④吸収分割に際し交付する金銭および株式等

乙は、本件分割に際して甲に対し、金銭および株式等の発行、交付を行わない。

⑤承継する資産・負債の状況（平成20年3月31日）

資産2,907百万円、負債822百万円

⑥両社の概要

川口金属工業㈱ 資本金　1,000百万円 主な事業内容　鉄鋼業

川口金属鋳造㈱ 資本金　90百万円 主な事業内容　鉄鋼業

 

（会社分割）

川口金属工業株式会社（以下「甲」という。）と川口金属加工株式会社（以下「乙」という。）は、平成20年1月に

吸収分割契約を締結いたしました。

吸収分割契約の概要は、以下のとおりであります。

①吸収分割契約の内容

甲の営む鋼材の圧延事業に関する権利義務を乙に承継させるための吸収分割を行う。

②目的

グループ再編の一環として行われる吸収分割であります。

③分割期日

平成21年3月1日

④吸収分割に際し交付する金銭および株式等

乙は、本件分割に際して甲に対し、金銭および株式等の発行、交付を行わない。

⑤承継する資産・負債の状況（平成20年3月31日）

資産1,625百万円、負債1,325百万円
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⑥両社の概要

川口金属工業㈱　資本金　1,000百万円　主な事業内容　鉄鋼業

川口金属加工㈱　資本金　62百万円　主な事業内容　鉄鋼業

 

（会社分割）

川口金属工業株式会社（以下「甲」という。）と株式会社川金ホールディングス（以下「乙」という。）は、平成

20年2月に吸収分割契約を締結いたしました。

吸収分割契約の概要は、以下のとおりであります。

①吸収分割契約の内容

甲の営む関係会社株式管理事業を乙に承継させるための吸収分割を行う。

②目的

グループ再編の一環として行われる吸収分割であります。

③分割期日

平成21年4月1日

④吸収分割に際し交付する金銭および株式等

乙は、本件分割に際して甲に対し、金銭および株式等の発行、交付を行わない。

⑤承継する資産・負債の状況（平成20年3月31日）

資産401百万円、負債401百万円

⑥両社の概要

川口金属工業㈱　資本金　1,000百万円　主な事業内容　鉄鋼業

㈱川金ホールディングス　資本金　500百万円　主な事業内容　グループ管理業

 

（会社分割）

川口金属工業株式会社（以下「甲」という。）と株式会社川金コアテック（以下「乙」という。）は、平成20年2月

に吸収分割契約を締結いたしました。

吸収分割契約の概要は、以下のとおりであります。

①吸収分割契約の内容

甲の営む土木建築用機材製造販売事業を乙に承継させるための吸収分割を行う。

②目的

グループ再編の一環として行われる吸収分割であります。

③分割期日

平成21年4月1日

④吸収分割に際し交付する金銭および株式等

乙は、本件分割に際して甲に対し、金銭および株式等の発行、交付を行わない。

⑤承継する資産・負債の状況（平成20年3月31日）

資産2,650百万円、負債1,500百万円

⑥両社の概要

川口金属工業㈱　資本金90百万円　主な事業内容　鉄鋼業

㈱川金コアテック　資本金45百万円　主な事業内容　土木建築用機材製造販売業

 

６【研究開発活動】

　特記すべき事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1）財政状態

　当連結会計年度末の資産は、主に売掛債権・棚卸資産・有形固定資産等により30,273百万円を計上いたしました。

負債は、主に仕入債務・社債・借入金等により、17,248百万円を計上いたしました。純資産は、利益剰余金等により、

13,024百万円を計上いたしました。

(2）当連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの分析

　経営成績については「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(1）業績」に記載のとおりであります。

　キャッシュ・フローについては「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2）キャッシュ・フロー」に記載のとおり

であります。

(3）経営成績に重要な影響を与える要因について

　経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載のとおりであり

ます。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループは主に省力化、合理化及び製品の信頼性向上のための投資を行っております。

内訳 当連結会計年度  

素形材部門 408百万円  

土木建築機材部門 90百万円  

産業機械部門 529百万円  

不動産賃貸部門 210百万円  

全社部門  9百万円  

　主な増加資産は次のとおりであります。

素形材部門 設備の更新

産業機械部門 工場の増設 

不動産賃貸部門 橋梁の新設

　また所要資金は、自己資金並びに金融機関からの借入によっております。

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。なお、提出会社は該当ありません。

　　(1）国内子会社
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会社名
事業所名
（所在地）

事業の
種類別
セグメ
ントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
（千円）

機械装置及
び運搬具
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

リース
資産 

その他
（千円）

合計
（千円）

川口金属工業㈱

商業施設用地

(埼玉県

川口市他)

不動産

賃貸
不動産賃貸 545,7792,018

1,608,336

(55,445)
 - 15,9402,172,074

1

    

川口金属鋳造㈱

本社工場

(埼玉県

川口市)

素形材
鋳造品製

造設備
888,913683,655

46,319

(34,955)
  - 28,7051,647,593

108

[63]

川口金属工業㈱

結城事業所

(茨城県

結城市)

土木建

築機材

橋梁機材

製造設備
566,713165,442 -  - 12,262744,418

64

[33]

㈱松田製作所

本社工場他

(埼玉県

久喜市他)

産業機

械

射出成型機

製造設備
135,61561,094

1,083,788

(19,903)
 　- 9,2551,289,754

99

[8]

光陽精機㈱

明野製作所他

(茨城県

筑西市他)

産業機

械

油圧機器

製造設備
409,449644,298

263,320

(86,321)
  - 6,0111,323,080

133

[12]

川口金属加工㈱

兵庫工場

(兵庫県

加西市)

素形材
圧延加工

製造設備
132,846605,992

319,142

(21,858) 
  - 62,3421,120,32459

(2）在外子会社

会社名
事業所名
（所在地）

事業の
種類別
セグメ
ントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
（千円）

機械装置及
び運搬具
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

 リース
資産 

その他
（千円）

合計
（千円）

大連［林］

精密鋳造有

限公司

本社工場

(中国遼寧省)
素形材

精密鋳造品

製造設備
431,204595,312  -  - 43,4961,070,0121,156 

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品、建設仮勘定が含まれております。

　　　　２．上記の金額については消費税等（建設仮勘定を除く）は含まれておりません。

３．従業員数の［　］は、臨時従業員数を外書しております。

３【設備の新設、除却等の計画】

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年６月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,000,000 20,000,000
東京証券取引所 

 （市場第二部）

単元株式数

100株 

計 20,000,000 20,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 

平成20年10月１日

(注) 

20,000,00020,000,000500,000500,000 125,000 125,000

 (注)　増加は平成20年10月１日に株式移転により設立されたためであります。

 

（５）【所有者別状況】

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人）     - 13 8 62 8 1 1,971 2,063 －

所有株式数

（単元）
    - 35,048 313 37,816 440 1 126,297199,9158,500

所有株式数の

割合（％）
    - 17.53 0.16 18.91 0.22 0.00 63.18 100.00 －

　（注）自己株式205株は「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に5株含めて記載しております。
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（６）【大株主の状況】

 平成21年３月31日現在

 氏名又は名称  住所
 所有株式数
（千株） 

 発行済株式総数に
 対する所有株式数
 の割合（％） 

 鈴木　布二子 　東京都新宿区 995 4.97

 鈴木　信吉 　東京都文京区 942 4.71

 ㈱みずほコーポレート銀行

(常任代理人資産管理サービス信託銀行㈱) 

  東京都千代田区丸の内１－３－３

　（東京都中央区晴海１－８－１２） 
934 4.67

 ㈱埼玉りそな銀行   さいたま市浦和区常盤７－４－１ 924 4.62

 鈴木　明子   東京都北区 865 4.32

 川金ホールディングス取引先持株会   埼玉県川口市宮町１８－１９ 839 4.19

 特殊メタル㈱   東京都中央区京橋１－１－１ 756 3.78

 鈴木パーライト㈱   埼玉県川口市本町１－１４－５ 548 2.74

 オイレス工業㈱   東京都港区浜松町１－３０－５ 542 2.71

 鈴木　紀子   東京都新宿区 457 2.28

 計  － 7,806 39.03

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　186,200　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   19,805,300    198,053 －

単元未満株式 普通株式　　　　8,500 － 一単元(100株)未満の株式数

発行済株式総数 　　20,000,000 － －

総株主の議決権 －     198,053  －
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②【自己株式等】

 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社川金ホールディ

ングス

埼玉県川口市川口

２-２-７
200     - 200 0.00

川口金属工業株式会社
埼玉県川口市宮町

１８－１９
186,000     - 186,000 0.93

計 － 186,200     - 186,200 0.93

 

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 205 55

当期間における取得自己株式 186,060 40,044

（注）　当期間における取得自己株式には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含

まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式     -     -     -     -

消却の処分を行った取得自己株式     -     -     -     -

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
    -     -     -     -

その他

（　─　）
    -     -     -     -

保有自己株式数     205     - 186,265 -

（注）当期間における保有自己株式には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含

まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、株主にとっての収益性、当社のこれからの業績予想、財務体質の強化並びに上場企業の平均的配当性向等を

充分考慮し安定した配当を継続していくことを基本方針としている。当期の配当金については、業績が計画を達成で

きませんでしたが基本方針に基づき、既に実施した中間配当５円と合わせて年間10円といたしました。

　内部留保資金については、今後の事業展開を勘案し、長期的展望に立った新規事業の展開、研究開発、製造設備等の資

金需要に備え、将来の利益に貢献し、株主への安定配当に寄与していくものと考えております。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めて

おります。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決

定機関は、期末配当について株主総会、中間配当については取締役会であります。

　（注）当期を基準日とする剰余金の配当は次のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） 1株当たり配当額（円）

　平成20年11月14日

取締役会決議
99 5.0

　平成21年６月26日

株主総会決議
99 5.0

※中間配当（平成20年11月14日取締役会決議）は、当社の株式移転完全子会社である川口金属工業㈱が実施した配当であります。

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第１期
決算年月 平成21年３月

最高（円） 325

最低（円） 205

　（注）株価は東京証券取引所第二部の市場相場であります。なお、当社は平成20年10月１日に上場しております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 325 282 325 299 300 325

最低（円） 205 225 255 275 270 265

　（注）株価は東京証券取引所第二部の市場相場であります。なお、当社は平成20年10月１日に上場しております。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役 社長 鈴木　信吉
昭和42年

２月23日生

平成元年４月 ㈱日本興業銀行入行

平成11年６月 川口金属工業㈱（現　川金ビジネ

スマネジメント）入社　取締役に

就任

平成13年６月 川口金属工業㈱常務取締役に就任

平成14年６月 川口金属工業㈱専務取締役に就任

平成19年３月 川口金属工業㈱代表取締役社長に

就任（現任）

平成19年３月 川口金属加工㈱（現　㈱川口金属

加工）代表取締役社長に就任（現

任）

平成19年３月 ㈱ノナガセ代表取締役会長に就任

（現任）

平成19年３月 ㈱林ロストワックス工業代表取締

役会長に就任（現任）

平成19年５月 光陽精機㈱代表取締役社長に就任

（現任）

平成19年５月 川口テクノソリューション㈱（現

　㈱川金テクノソリューション）

代表取締役社長に就任（現任）

平成20年10月 当社代表取締役社長に就任（現

任）

（注２） 942,535

取締役
経営管理

部長
青木　満

昭和23年

11月21日生

昭和62年１月 川口金属工業㈱（現㈱川金ビジネ

スマネジメント）入社

平成19年４月 川口金属工業㈱財務部長（現任）

平成19年６月 川口金属工業㈱取締役に就任（現

任）

平成19年７月 川口金属工業㈱管理本部長（現

任）

平成20年９月 ㈱川金金融代表取締役社長に就任

（現任）

平成20年10月 当社取締役経営管理部長に就任

（現任）

（注２） 9,000

取締役  大熊　和夫
昭和13年

12月20日生

昭和34年２月 ㈱松田製作所入社

昭和49年５月 取締役管理部長に就任

昭和62年３月 常務取締役に就任

平成８年６月 代表取締役社長に就任（現任）

平成20年10月 当社取締役に就任（現任）

（注２）     －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役  野村　敏夫
昭和12年

２月17日生

昭和34年４月 光陽精機㈱入社

昭和54年11月 取締役技術部長に就任

平成３年６月 常務取締役明野製作所長に就任

平成19年３月 代表取締役副社長に就任（現任）

平成20年10月 当社取締役に就任（現任）

（注２）     －

取締役 安達　正道
昭和31年

７月31日生

昭和55年４月 ㈱林ロストワックス工業入社

平成元年11月 取締役製造部長に就任

平成２年５月 常務取締役に就任

平成19年４月 代表取締役社長に就任（現任）

平成19年４月 大連［林］精密鋳造有限公司 董

事長に就任（現任）

平成20年10月 当社取締役に就任（現任）

（注２）     －

監査役 鈴木　拓彌
昭和17年

８月26日生

昭和37年３月 川口金属工業㈱（現㈱川金ビジネ

スマネジメント）入社

平成５年４月 川口金属工業㈱機材製造部門長

平成５年６月 川口金属工業㈱取締役に就任

平成６年10月 川口金属工業㈱大阪支店長に就任

平成12年６月 川口金属工業㈱大阪工場長に就任

平成16年６月 川口金属工業㈱監査役（常勤）に

就任（現任）

平成20年10月 当社監査役（常勤）に就任（現

任）

（注３） 1,000

監査役 田邉　國夫
昭和16年

２月24日生

昭和39年４月 ㈱三菱銀行入行

平成７年６月 財団法人聖路加国際病院事務局長

に就任

平成18年２月 同退任

平成18年６月 川口金属工業㈱（現㈱川金ビジネ

スマネジメント）監査役に就任

（現任）

平成20年10月 当社監査役に就任（現任）

(注１,

３)
    －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役 鈴木　俊介
昭和44年

３月７日生

平成14年８月 KPMGビジネスアシュアランス入社

平成16年１月 ケプナー・トリゴー・グループ日

本支社入社

 　　　　　　シニアアソシエート（現任）　　　　

平成16年６月 川口金属工業㈱（現㈱川金ビジネ

スマネジメント）監査役に就任

（現任）

平成20年10月 当社監査役に就任（現任）

平成21年３月 株式会社経営技法　代表取締役社

長に就任（現任） 

(注１,

３)
352,811

 計  1,305,346

（注）１．田邊國夫氏及び鈴木俊介氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．取締役の任期は平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役の任期は平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

＊コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、情報開示により、経営の公平性、透明性を高めるとと

もに、企業倫理の重要性を認識し、経営の健全性向上を図り、公正で迅速な経営施策が実施できるチェック機能を重視

した考えを基本としております。

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

　当社は取締役会・経営会議・監査役会を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を実施しております。取締役会・

経営会議は、原則月１回開催し、経営上の重要事項の決定、業務執行の進捗状況の報告を行っており、迅速で的確な

意思決定を実施しております。

 

(2）リスク管理体制の整備の状況

　リスク管理に関する事項について、経営企画部を事務局として、緊急時に委員会を開催するほか、最低年１回委員

会を開催し、当社が抱えるリスクの管理について、必要な見直し・対応を検討しております。また、監査室の監査に

より、法令・定款違反、その他の事由に基づきリスクのある業務執行行為が発見された場合は、取締役、監査役に通

報される体制を構築しております。　

(3）内部監査、監査役監査の状況

　社長に直属する部署として、「監査室（人員4名）」を設置し、法令・定款・社内規程等に基づく業務処理の遵守

状況を定期的に監査する体制を構築しております。取締役及び社員等に企業倫理違反の疑義のある行為等を発見し

た場合、監査室、常勤監査役等に通報できる体制を整備しております。

　監査役会は社内監査役１名、社外監査役２名の３名で構成しております。監査役は取締役会に出席するほか、各種

会議等に参加し積極的に意見を述べており、十分な経営チェックが可能な体制となっております。

　監査室、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を持ち、意見交換を行っております。

(4）会計監査の状況

　当社の会計監査人は東陽監査法人であります。当社の監査業務を執行した公認会計士は、本橋隆夫氏・福田裕氏の

２名であります。なお、東陽監査法人は、社員の交替制度を導入しております。また、監査業務に係る補助者の構成

は、公認会計士８名及びその他補助者２名であります。

(5）役員報酬の内容

　当期は役員に支払った報酬はありません。　 

(6）取締役の員数

　　当社に取締役９名以内を置く旨を定款に定めております。

(7) 取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

(8）取締役の任期

　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで

とする旨を定款に定めております。

(9）株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

①自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもっ

て自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

②中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によ

り、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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(10）株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定

めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ

とを目的とするものであります。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
 前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

提出会社     -     - 25,750     -

連結子会社     -     - 19,050     -

計     -     - 44,800     -

②【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 該当事項はありません。 

④【監査報酬の決定方針】

 当社といたしましては、企業集団の規模、同業他社の監査費用、監査法人の見積・過去の監査時間等を総合的に

判断し、監査報酬を決定する方針であります。 
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

(3）当有価証券報告書は、最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行っておりません。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月

31日まで）の連結財務諸表及び第１期事業年度（平成20年10月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表につい

て、東陽監査法人により監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※4
 4,041,505

受取手形及び売掛金 9,076,268

有価証券 2,721

たな卸資産 ※1
 5,278,586

未収入金 151,427

繰延税金資産 39,949

その他 157,258

貸倒引当金 △286,483

流動資産合計 18,461,234

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※4
 3,259,901

機械装置及び運搬具（純額） 2,827,823

工具、器具及び備品（純額） 187,501

土地 ※4
 3,669,343

建設仮勘定 4,553

有形固定資産合計 ※3
 9,949,122

無形固定資産 194,674

投資その他の資産

投資有価証券 ※2, ※4
 1,302,945

長期貸付金 4,803

繰延税金資産 136,651

破産更生債権等 973,185

その他 248,437

貸倒引当金 △997,189

投資その他の資産合計 1,668,835

固定資産合計 11,812,632

資産合計 30,273,866
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(単位：千円)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,311,952

短期借入金 ※4
 1,575,000

1年内償還予定の社債 172,800

1年内返済予定の長期借入金 ※4
 3,710,776

未払法人税等 133,088

未払消費税等 138,755

未払費用 198,805

繰延税金負債 4,295

賞与引当金 215,112

役員賞与引当金 26,950

その他 538,834

流動負債合計 11,026,370

固定負債

社債 1,190,800

長期借入金 ※4
 3,317,264

繰延税金負債 116,029

退職給付引当金 826,928

役員退職慰労引当金 358,042

負ののれん 6,822

その他 406,720

固定負債合計 6,222,607

負債合計 17,248,977

純資産の部

株主資本

資本金 500,000

資本剰余金 688,042

利益剰余金 9,815,768

自己株式 △63,582

株主資本合計 10,940,229

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 124,509

繰延ヘッジ損益 △11,689

為替換算調整勘定 △45,127

評価・換算差額等合計 67,691

少数株主持分 2,016,968

純資産合計 13,024,889

負債純資産合計 30,273,866
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 31,996,639

売上原価 ※1, ※5
 25,936,278

売上総利益 6,060,360

販売費及び一般管理費 ※2, ※5
 4,361,716

営業利益 1,698,644

営業外収益

受取利息 6,232

受取配当金 25,385

負ののれん償却額 3,411

受取賃貸料 9,787

その他 71,516

営業外収益合計 116,332

営業外費用

支払利息 171,257

持分法による投資損失 20,090

為替差損 94,556

デリバティブ評価損 189,858

創立費償却 19,607

その他 73,717

営業外費用合計 569,087

経常利益 1,245,889

特別利益

固定資産売却益 ※3
 583

投資有価証券売却益 126

賞与引当金戻入額 8,721

特別利益合計 9,431

特別損失

固定資産処分損 ※4
 22,674

投資有価証券売却損 98

投資有価証券評価損 99,016

たな卸資産評価損 55,870

貸倒引当金繰入額 757,582

為替予約解約損 105,572

その他 690

特別損失合計 1,041,504

税金等調整前当期純利益 213,816

法人税、住民税及び事業税 419,299

法人税等還付税額 △75,712

法人税等調整額 △215,045

法人税等合計 128,540
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(単位：千円)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

少数株主利益 23,572

当期純利益 61,704
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,000,000

当期変動額

株式移転による増加 △500,000

当期変動額合計 △500,000

当期末残高 500,000

資本剰余金

前期末残高 187,911

当期変動額

株式移転による増加 500,131

当期変動額合計 500,131

当期末残高 688,042

利益剰余金

前期末残高 9,952,209

当期変動額

剰余金の配当 △198,144

当期純利益 61,704

当期変動額合計 △136,440

当期末残高 9,815,768

自己株式

前期末残高 △63,065

当期変動額

自己株式の取得 △517

当期変動額合計 △517

当期末残高 △63,582

株主資本合計

前期末残高 11,077,055

当期変動額

剰余金の配当 △198,144

当期純利益 61,704

自己株式の取得 △517

株式移転による増加 131

当期変動額合計 △136,826

当期末残高 10,940,229
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(単位：千円)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 281,345

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△156,835

当期変動額合計 △156,835

当期末残高 124,509

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △2,747

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△8,942

当期変動額合計 △8,942

当期末残高 △11,689

為替換算調整勘定

前期末残高 233,976

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△279,104

当期変動額合計 △279,104

当期末残高 △45,127

評価・換算差額等合計

前期末残高 512,574

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△444,882

当期変動額合計 △444,882

当期末残高 67,691

少数株主持分

前期末残高 2,102,550

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △85,582

当期変動額合計 △85,582

当期末残高 2,016,968
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(単位：千円)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

純資産合計

前期末残高 13,692,180

当期変動額

剰余金の配当 △198,144

当期純利益 61,704

自己株式の取得 △517

株式移転による増加 131

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △530,465

当期変動額合計 △667,291

当期末残高 13,024,889
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 213,816

減価償却費 1,030,094

負ののれん償却額 △3,411

貸倒引当金の増減額（△は減少） 972,115

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,837

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,650

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75,676

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 37,499

受取利息及び受取配当金 △31,617

支払利息 171,257

持分法による投資損益（△は益） 20,090

投資有価証券売却損益（△は益） △28

投資有価証券評価損益（△は益） 99,016

固定資産売却損益（△は益） △583

固定資産除却損 22,674

為替予約解約損 105,572

デリバティブ評価損益（△は益） 189,858

売上債権の増減額（△は増加） 1,827,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △907,754

仕入債務の増減額（△は減少） 49,367

長期預り金の増減額（△は減少） 355,421

その他 △45,354

小計 4,146,315

利息及び配当金の受取額 31,617

利息の支払額 △163,100

法人税等の支払額 △631,158

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,383,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 235,011

有価証券の取得による支出 △10

有形固定資産の取得による支出 △1,224,760

有形固定資産の売却による収入 105,916

投資有価証券の取得による支出 △65,599

投資有価証券の売却及び償還による収入 20,558

その他 △88,564

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,017,449
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(単位：千円)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △720,935

長期借入れによる収入 2,519,262

長期借入金の返済による支出 △3,402,766

社債の償還による支出 △136,400

配当金の支払額 △198,144

少数株主への配当金の支払額 △8,648

その他 △386

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,948,018

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 354,676

現金及び現金同等物の期首残高 3,349,647

現金及び現金同等物の期末残高 3,704,323
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　11社

　主要な連結子会社は「第１企業の概況　４．関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

　なお、当連結会計年度において設立した㈱川金金融、㈱川金コアテックを新たに連結子会社に含めておりま

す。 

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社名　㈱KMI, MTD(U.S.A)INC.

(連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用関連会社　　1社　特殊メタル㈱

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

    主要な非連結子会社名　㈱KMI, MTD(U.S.A)INC.

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないためであります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、大連［林］精密鋳造有限公司（中国）の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成

に当たっては決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

……償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

……連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は主

として移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

……主として移動平均法による原価法
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当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(ロ）デリバティブ

 時価法

(ハ）たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品　   

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益の低下に基づく簿価の切下げの方法により算定）

原材料、貯蔵品   

　主として月別移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益の低下に基づく簿価の切下げの方法により算

定）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は、主として定率法（但し平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　15年～47年 

機械装置及び運搬具　　５年～14年

無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

リース資産 

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却

方法と同一の方法を採用しております。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

創立費

　支出時に費用処理しております。
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当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(4）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

　当社及び連結子会社の従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給対象期間に対応した支給見込額

を計上しております。

役員賞与引当金

　当社及び連結子会社の役員に対して支給する役員賞与の支給に充てるため、当連結会計年度における支給見込

額を計上しております。

退職給付引当金

　当社及び連結子会社の従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額（簡便法）に基づき、計上しております。

役員退職慰労引当金

当社及び連結子会社の役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し換算差額は損益として処理しておりま

す。

　なお、在外子会社の資産・負債・収益及び費用は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。
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当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を充たす金利スワップ取引について特例処理に、振当処理の要件を充たす為替予約取引につ

いて振当処理に、ヘッジ会計の要件を充たす商品デリバティブ取引について繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．①ヘッジ手段…金利スワップ取引

　　②ヘッジ対象…金利

ｂ．①ヘッジ手段…為替予約取引

　　②ヘッジ対象…外貨建債権

ｃ．①ヘッジ手段…商品先物取引

　　②ヘッジ対象…棚卸資産

ハ．ヘッジ方針

　金利リスク・為替リスク・価格リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債権債務等の範囲内でヘッジ

を行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段の変動率が一定の範囲にあることを検証しております。ただし、特例処理によるス

ワップ、振当処理による為替予約について有効性の評価を省略しております。

(7）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

 

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）　

　当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（平成18年7月5日公表分）を適用しております。

　これにより、当連結会計年度の売上総利益、営業利益、経常利益は159,609千円減少し、税金等調整前当期純利益は、

215,479千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する取扱いの適用）

　当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用しておりま

す。

　これによる影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準の適用）　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、「リース取引に関する会計基準」（平成19年3月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（平成19年3月30日改正）を適用し、通常の売買取引に準じたた会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　これによる影響はありません。 
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１　たな卸資産の内訳

商品及び製品 543,822千円

仕掛品 3,212,918千円

原材料及び貯蔵品 1,521,845千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 42,795千円

※３　減価償却累計額 15,886,672千円

※４　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物      127,300千円

土地    1,404,910千円

計     1,532,211千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金    375,000千円

長期借入金

（１年以内返済予定を含む）
  1,033,912千円

計   1,408,912千円

 上記のほか、仕入先に対し預金30,000千円・投資有価証券53,826千円を仕入債務の担保として差し入れておりま

す。

５　受取手形割引高 1,398,425千円

受取手形裏書譲渡高 243,195千円

　６　保証債務

下記の会社が行う商品デリバティブ取引を行っている金融機関に対する保証債務

特殊メタル㈱ 50,600千円
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（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

　159,609千円

※２　販売費及び一般管理費の主要費目

役員報酬及び給料手当 1,690,897千円

退職給付費用        85,745千円

貸倒引当金繰入額 225,165千円

賞与引当金繰入額      118,888千円

役員賞与引当金繰入額     23,600千円

役員退職慰労引当金繰入額        41,681千円

製品発送費 402,167千円

※３　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具          54千円

工具器具備品          528千円

計       583千円

※４　固定資産処分損の内訳

建物及び構築物     18,929千円

機械装置及び運搬具  3,290千円

工具器具備品 454千円

計       22,674千円

※５　一般管理費、当期製造費用に含まれる研究開発費             

38,145千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 20,000 - - 20,000

合計 20,000 - - 20,000

自己株式     

普通株式 328  1     - 329

合計 328  1     - 329

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。なお、買取り株式数には、川口金属工

業㈱での買取り株式数を含んでおります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会※
普通株式 99,074 5 平成20年３月31日平成20年６月30日

平成20年11月14日

取締役会※
普通株式 99,069 5 平成20年９月30日平成20年12月８日

※上記の配当は、当社の株式移転完全子会社である川口金属工業㈱が実施した配当であります。

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 99,998利益剰余金 5 平成21年３月31日平成21年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,041,505千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △337,181千円

現金及び現金同等物 3,704,323千円
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（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

Ⅰ．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

 　　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相当額
（千円）

減価償却累計額相当額（千円）
期末残高相当額
（千円）

機械装置及び運搬具 4,500 1,875 2,625
工具器具備品 47,178 24,321 22,856

合計 51,678 26,196 25,481

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,717千円

１年超 15,764千円

合計     25,481千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 11,419千円

減価償却費相当額 11,419千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

Ⅱ．オペレーティング・リース取引

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 1,265千円

１年超 -千円

合計 1,265千円
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
当連結会計年度（平成21年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1）株式 683,695 933,356249,661

(2）債券    

①　国債・地方債等     -     -     -

②　社債     -     -     -

③　その他     -     -     -

(3）その他     -     -     -

小計 683,695 933,356249,661

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1）株式 254,553 193,915△60,638

(2）債券    

①　国債・地方債等     -     -     -

②　社債     -     -     -

③　その他     -     -     -

(3）その他 13,412 8,572 △4,840

小計 267,965 202,487△65,478

合計 951,661 1,135,843184,182

（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理を行い、30～50％程度下落した場合

には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当期に計上いたしました投資有価証券評価

損は、99,016千円であります。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

20,558 126 98

３．時価のない有価証券の主な内容

 
当連結会計年度

（平成21年３月31日）
連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 124,306

　中期国債ファンド 2,721
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（デリバティブ取引関係）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

金利関連の金利スワップ取引、為替関連の為替予約取引、商品関連のデリバティブ取引のみを利用しておりま

す。

(2）取引に対する取組方針及び利用目的

金利リスク・為替リスク・価格リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債権債務等の範囲内でヘッジを

行っております。

ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を充たす金利スワップ取引について特例処理に、振当処理の要件を充たす為替予約取引につい

て振当処理に、ヘッジ会計の要件を充たす商品デリバティブ取引について繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…金利

ｂ．ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建債権

ｃ．ヘッジ手段…商品先物取引

ヘッジ対象…たな卸資産

ヘッジ方針

金利リスク・為替リスク・価格リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債権債務等の範囲内でヘッジを

行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の変動率が一定の範囲にあることを検証しております。ただし、特例処理によっている

スワップ、振当処理による為替予約について有効性の評価を省略しております。

(3）取引に係るリスクの内容およびリスク管理の体制

特例処理の要件を充たす金利スワップ取引、振当処理の要件を充たす為替予約取引、ヘッジ会計の要件を充たす

商品デリバティブ取引のみ行うこととしております。デリバティブ取引の執行管理については、社内ルールに従

い資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

２．取引の時価等に関する事項

(1）通貨関連

ヘッジ会計を適用しているもの及び振当処理を適用しているものについて、開示の対象から除いております。

(2）金利関連

ヘッジ会計を適用しているもの及び特例処理を適用しているものについて、開示の対象から除いております。
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当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(3）商品関連

ヘッジ会計を適用しているものについて、開示の対象から除いております。

 

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分 種類

当連結会計年度（平成21年３月31日）

契約額等
契約額等
うち１年超

時価 評価損益

（千円） (千円) （千円） （千円）

市場取引以外の取引

為替予約取引     

円売ドル買     

ＵＳドル 2,580,0001,410,0002,390,141△189,858

合計 2,580,0001,410,0002,390,141△189,858

当連結会計年度

　（注）１．時価の算定方法

期末の時価は取引先金融機関より提示された時価を使用しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しております。

　この他連結子会社のうち６社は適格退職年金制度を一部導入しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
当連結会計年度

（平成21年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） 1,276,997

(2）年金資産（千円） 450,069

(3）退職給付引当金（千円） 826,928

　（注）当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

退職給付費用（千円） 108,806

勤務費用等（千円） 108,806

　（注）当社及び連結子会社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(1）繰延税金資産の主な原因別内訳

繰延税金資産   

繰越欠損金       576,236千円 

貸倒引当金      262,775 

退職給付引当金       338,124 

役員退職慰労引当金      151,544 

投資有価証券評価損 　    132,284 

その他    430,932 

繰延税金資産　小計 1,891,897 

評価性引当額  △1,686,457 

繰延税金資産　合計       205,439 

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金       △67,564 

固定資産圧縮積立金        △75,977 

その他       △5,621 

繰延税金負債　合計 △149,163 

繰延税金資産（負債）の純額 　  56,276 

 　  

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

 

法定実効税率 40％ 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目     8  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目    △2  

均等割　     8  

持分法損益による影響     4  

評価性引当額等の調整     80  

在外子会社の軽減税率による影響    △38  

還付法人税　    △35  

前期税効果不適用による影響 △9  

その他     4  

税効果負担後の法人税等の負担率     60  
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(企業結合等関係）

当連結会計年度（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）

共通支配下の取引等

Ⅰ　株式移転

当社は、平成20年10月1日付で川口金属工業㈱（現　㈱川金ビジネスマネジメント　以下、同じ）の株式移転により同社を

完全子会社とする純粋持株会社として設立されました。

（１）結合当事企業の名称及び事業の内容

　　　川口金属工業㈱　鉄鋼業

（２）企業結合の法的形式

　　　純粋持株会社の設立のための株式移転

（３）結合後企業の名称

　　　㈱川金ホールディングス

（４）取引の概要

　社会経済環境が急速に変化し、顧客ニーズが高度化・複合化する中でさらなる成長・発展を遂げるためには、当社グ

ループの求心力を高め、グループの総合力をこれまで以上に発揮することが必要であると考え、持株会社体制に移行する

ことを決断いたしました。

（５）実施した会計処理の概要

　当該吸収分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理を行っております。

 

Ⅱ　会社分割

平成20年12月1日付で川口金属加工㈱（分割会社）のグループ資金貸付事業を㈱川金金融（承継会社）に吸収分割によ

り承継いたしました。

（１）結合当事企業の名称及び事業の内容

　　川口金属加工㈱　金属加工業

　　川金金融㈱　金融業

（２）企業結合の法的形式

　　川口金属加工㈱を分割会社とし、㈱川金金融を承継会社とする吸収分割

（３）取引の概要

　　当該会社分割の目的は、当社グループのグループ内金融を㈱川金金融に集約するためであります。
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（４）実施した会計処理の概要

　当該吸収分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理を行っております。

 

平成21年3月1日付で川口金属工業㈱（分割会社）の鋳造事業の一部を川口金属鋳造㈱（承継会社）に吸収分割により

承継いたしました。

（１）結合当事企業の名称及び事業の内容

　　　川口金属工業㈱　鉄鋼業

　　　川口金属鋳造㈱　鉄鋼業

（２）企業結合の法的形式

　　　川口金属工業㈱を分割会社とし、川口金属鋳造㈱を承継会社とする吸収分割

（３）取引の概要

　　当該会社分割の目的は、グループ事業再編の一環として行うものであります。

（４）実施した会計処理の概要

　当該吸収分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理を行っております。

 

平成21年3月1日付で川口金属工業㈱（分割会社）の金属加工事業を川口金属加工㈱（承継会社）に吸収分割により承

継いたしました。

（１）結合当事企業の名称及び事業の内容

　　　川口金属工業㈱　鉄鋼業

　　　川口金属加工㈱　金属加工業

（２）企業結合の法的形式

　　　川口金属工業㈱を分割会社とし、川口金属加工㈱を承継会社とする吸収分割

（３）取引の概要

　　当該会社分割の目的は、グループ事業再編の一環として行うものであります。

（４）実施した会計処理の概要

　当該吸収分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理を行っております。

 

平成21年4月1日付で川口金属工業㈱の関係会社株式保有事業の全部を㈱川金ホールディングス（承継会社）に吸収分

割により承継いたしました。

（１）結合当事企業の名称及び事業の内容

　　　川口金属工業㈱　鉄鋼業及び不動産賃貸事業

　　　㈱川金ホールディングス㈱　グループ経営

（２）企業結合の法的形式

　　　川口金属工業㈱を分割会社とし、㈱川金ホールディングスを承継会社とする吸収分割

（３）取引の概要

　　当該会社分割の目的は、グループ事業再編の一環として行うものであります。

（４）実施した会計処理の概要

　当該吸収分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理を行っております。

 

平成21年4月1日付で川口金属工業㈱の土木建築用機材製造販売事業の全部を㈱川金コアテック（承継会社）に吸収分

割により承継いたしました。

（１）結合当事企業の名称及び事業の内容

　　　川口金属工業㈱　鉄鋼業及び不動産賃貸業

　　　㈱川金コアテック　橋梁部品製造業

（２）企業結合の法的形式

　　　川口金属工業㈱を分割会社とし、㈱川金コアテックを承継会社とする吸収分割

（３）取引の概要

　当該会社分割の目的は、グループ事業再編の一環として行うものであります。

（４）実施した会計処理の概要

　当該吸収分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理を行っております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

 
素形材
（千円）

土木建築機材
（千円）

　産業機械
（千円）

 不動産賃貸
 (千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益                             

売上高                             

(1）外部顧客に対す

る売上高
10,204,79915,874,0775,591,232326,52931,996,639    - 31,996,639

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

99,018     - 272,523     - 371,541△371,541     -

計 10,303,81715,874,0775,863,756326,52932,368,181△371,54131,996,639

営業費用 10,023,71214,967,2405,566,529114,37230,671,854△373,85830,297,995

営業利益 280,105 906,837 297,227 212,1571,696,3272,317 1,698,644

Ⅱ　資産、減価償却費及

び資本的支出
                            

資産 10,410,8217,442,7906,677,7742,292,38026,823,7663,450,10030,273,866

減価償却費 657,587 117,583 224,762 30,0061,029,940 154 1,030,094

資本的支出 408,753 90,662 529,711 210,5291,239,6579,250 1,248,907

　（注）(1）事業区分の方法

　当社グループの事業は、１．鉄を中心とした素形材の製造及び販売、２．橋梁、建築、公共施設に使用される機能部品や製品の製造

販売、３．油圧技術を利用した産業機械の製造販売の事業及び４．不動産賃貸事業に区分されております。

(2）各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品名

素形材 異型鋼、産業機械用鋳造部品、精密鋳造部品

土木建築機材 橋梁用支承、伸縮継手、景観材料、建築機材、丸鋼

産業機械 射出成型機、油圧シリンダー機器

不動産賃貸 不動産賃貸

(3） 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、48,013千円であり、その主なも

のは、提出会社・金融子会社等の管理費用であります。

(4)　当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,450,100千円であり、その主なものは、提

出会社。金融子会社等での余資運用資金（現金・預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券及び長期貸付金）等であり

ます。

(5） 会計方針の変更

 　　（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（平成18年7月5日分）を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益が、「素形材事業」で134,650千円、「産業機械事業」で24,959千円

減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

　当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至　平成21年３月31日）

 
日本
（千円）

中国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益                     

売上高                     

(1）外部顧客に対する売上高 31,210,482786,15731,996,639 - 31,996,639

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 202,9822,988,8743,191,856△3,191,856     -

計 31,413,4653,775,03135,188,496△3,191,85631,996,639

営業費用 29,915,1083,528,21033,443,319△3,145,32430,297,995

営業利益 1,498,356246,8211,745,177△46,5321,698,644

Ⅱ　資産 27,509,7592,764,10730,273,866    - 30,273,866

　（注）１．区分は国別に決定いたしました。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　中国・・・中華人民共和国　

 ３．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の日本の営業利益が168,052千円減少し、中国の営業利益が8,442千円増加し

ております。

 

【海外売上高】

　当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）の海外売上高の合計額が連結売上高の10％未満

のため、海外売上高の記載を省略しております。
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【関連当事者情報】

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、当連結会計年度より「関連当事者の開示に関する会計基準」（平成18年10月17日）及び「関連当事者の

開示に関する会計基準の適用指針」（平成18年10月17日）を適用しております。この適用に伴う影響はありませ

ん。 

（１株当たり情報）

 

項目
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日　　
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額       559円63銭

１株当たり当期純利益金額 　 　3円14銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     -

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益（千円） 61,704

普通株主に帰属しない金額（千円）     -

普通株式に係る当期純利益（千円） 61,704

期中平均株式数（株） 19,670
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（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（会社分割）

川口金属工業株式会社（以下「甲」という。）と株式会社川金ホールディングス（以下「乙」という。）は、平成

21年2月に吸収分割契約を締結し、吸収分割契約に基づき、平成21年4月1日に吸収分割を行いました。

吸収分割契約の概要は、以下のとおりであります。

①吸収分割契約の内容

甲の営む関係会社株式管理事業を乙に承継させるための吸収分割であります。

②目的

グループ再編の一環として行われる吸収分割であります。

③分割期日

平成21年4月1日

④吸収分割に際し交付する金銭および株式等

乙は、本件分割に際して甲に対し、金銭および株式等の発行、交付を行いません。

⑤承継する資産・負債の状況（平成20年3月31日）

資産401百万円、負債401百万円 

⑥両社の概要

川口金属工業㈱

 資本金　1,000百万円

 主な事業内容　鉄鋼業

㈱川金ホールディングス

 資本金　500百万円

 主な事業内容　グループ管理業

なお、当該分割により売上高、生産高等には影響ありません。 
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当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（会社分割）

川口金属工業株式会社（以下「甲」という。）と株式会社川金コアテック（以下「乙」という。）は、平成21年2月

に吸収分割契約を締結し、吸収分割契約に基づき、平成21年4月1日に吸収分割を行いました。

吸収分割契約の概要は、以下のとおりであります。

①吸収分割契約の内容

甲の営む土木建築用機材製造販売事業を乙に承継させるための吸収分割であります。

②目的

グループ再編の一環として行われる吸収分割であります。

③分割期日

平成21年4月1日

④吸収分割に際し交付する金銭および株式等

乙は、本件分割に際して甲に対し、金銭および株式等の発行、交付を行いません。

⑤承継する資産・負債の状況等（平成20年3月31日）

資産2,650百万円、負債1,500百万円

⑥分割する事業規模等 

平成20年3月期の売上高6,724百万円

従業員132名 

⑦両社の概要

川口金属工業㈱

 資本金　90百万円

 主な事業内容　鉄鋼業

㈱川金コアテック

 資本金　45百万円

 主な事業内容　土木建築用機材製造販売業 
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率
（年　％）

担保 償還期限

川口金属工業㈱ 第８回無担保社債 平成19年２月28日 -
300,000

(100,000)
1.36 なし 平成24年２月29日

川口金属工業㈱ 第９回無担保社債 平成19年３月30日 -
363,600

(72,800)
1.46 なし 平成26年３月28日

川口金属工業㈱ 第10回無担保社債 平成19年３月28日 - 700,000 1.65 なし 平成26年３月28日

合計 － － -
1,363,600

(172,800)
－ － －

　（注）１．（　）内書は、１年内に償還が予定されている社債であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（千円）
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

172,800 172,800 172,800 72,800 772,400

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金     - 1,575,000 1.90 －

１年以内に返済予定の長期借入金     - 3,710,776 1.45 －

１年以内に返済予定のリース債務     -     - - －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）     - 3,317,264 1.45 平成22～26年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）     -     - - －

その他有利子負債     -     - - －

合計     - 8,603,040 - －

　（注）１．平均利率は期中平均によっております。

２．長期借入金（１年以内に返済のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 1,537,844 1,205,416 524,004 50,000

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報

 

第１四半期

自平成20年４月１日

至平成20年６月30日

第２四半期

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

第３四半期

自平成20年10月１日

至平成20年12月31日

第４四半期

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

売上高（千円） - - 8,534,522  8,050,378

税金等調整前四半期純利益

金額（千円）
- - △397,202  328,443

四半期純利益金額

（千円）
- - △474,390  218,763

１株当たり四半期純利益

金額（円）
- - △24.12 11.12

※当社は平成21年10月1日設立のため、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりません。 
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 82,007

未収入金 ※1
 64,793

前払費用 123

繰延税金資産 2,049

その他 2,292

流動資産合計 151,266

固定資産

無形固定資産

その他 9,095

無形固定資産合計 9,095

投資その他の資産

関係会社株式 4,433,833

その他 500

投資その他の資産合計 4,434,333

固定資産合計 4,443,429

資産合計 4,594,695

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1
 45,113

未払金 421

未払法人税等 8,627

未払消費税等 2,830

未払費用 639

賞与引当金 573

その他 29

流動負債合計 58,233

負債合計 58,233

純資産の部

株主資本

資本金 500,000

資本剰余金

資本準備金 125,000

その他資本剰余金 3,679,224

資本剰余金合計 3,804,224

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 232,293

利益剰余金合計 232,293
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(単位：千円)

当事業年度
(平成21年３月31日)

自己株式 △55

株主資本合計 4,536,461

純資産合計 4,536,461

負債純資産合計 4,594,695
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②【損益計算書】
(単位：千円)

当事業年度
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高

関係会社受取配当金 200,000

経営管理料 115,143

売上高合計 ※2
 315,143

販売費及び一般管理費 ※1
 40,383

営業利益 274,759

営業外収益

受取利息 0

雑収入 3

営業外収益合計 3

営業外費用

支払利息 97

創立費償却 19,040

雑損失 20

営業外費用合計 19,157

経常利益 255,605

税引前当期純利益 255,605

法人税、住民税及び事業税 25,361

法人税等調整額 △2,049

法人税等合計 23,312

当期純利益 232,293
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

当事業年度
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 500,000

当期変動額合計 500,000

当期末残高 500,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 125,000

当期変動額合計 125,000

当期末残高 125,000

その他資本剰余金

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 3,679,224

当期変動額合計 3,679,224

当期末残高 3,679,224

資本剰余金合計

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 3,804,224

当期変動額合計 3,804,224

当期末残高 3,804,224

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 －

当期変動額

当期純利益 232,293

当期変動額合計 232,293

当期末残高 232,293

利益剰余金合計

前期末残高 －

当期変動額

当期純利益 232,293

当期変動額合計 232,293

当期末残高 232,293
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(単位：千円)

当事業年度
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３月31日)

自己株式

前期末残高 －

当期変動額

自己株式の取得 △55

当期変動額合計 △55

当期末残高 △55

株主資本合計

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 4,304,224

当期純利益 232,293

自己株式の取得 △55

当期変動額合計 4,536,461

当期末残高 4,536,461

純資産合計

前期末残高 －

当期変動額

株式移転による増加 4,304,224

当期純利益 232,293

自己株式の取得 △55

当期変動額合計 4,536,461

当期末残高 4,536,461
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【重要な会計方針】

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

３．繰延資産の処理方法

　　創立費

　支出時に費用処理しております。 

４．引当金の計上基準

　　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

５．その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

 

【会計処理方法の変更】

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

 　該当事項はありません。
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※１ 関係会社の対する債権債務

未収入金  42,002千円

短期借入金  45,113千円

　２ 保証債務

　下記の子会社に対する金融機関等からの借入金及び割引手形に対し、債務保証を行っております。

㈱川金金融  

借入金 3,669,232千円

割引手形     1,194,596千円

川口金属工業㈱     

借入金     200,000千円

　㈱川金金融の金額のうち借入金1,225,880千円、割引手形495,003千円については、川口金属工業㈱と連帯保証を

行っております。 

（損益計算書関係）

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

※１．一般管理費に属する費用の割合は100％であります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額      573千円

減価償却費       154千円

監査報酬      17,500千円

※２．関係会社に対する事項

売上高  315,143千円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成20年10月１日　至平成21年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注）     -     0     - 0

合計     -    0     - 0

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

（リース取引関係）

該当事項はありません。　　　　　

（有価証券関係）

当事業年度（自平成20年10月１日　至平成21年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。

（税効果会計関係）

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

繰延税金資産  

流動の部  

賞与引当金 229

貸倒引当金 1,820

　　小計 2,049

評価性引当額     -

　　　計 2,049

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

法定実効税率  40％

調整  

受取配当金等永久に益金算入されない項目 △31

その他 0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9
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（企業結合等関係）

当事業年度（自平成20年10月1日　至平成21年3月31日）

共通支配下の取引等

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。

  

（１株当たり情報）

項目
当事業年度

（自　平成20年10月１日　　
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額       226円83銭

１株当たり当期純利益金額 　 　11円61銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     -

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当事業年度

（自　平成20年10月１日　　
至　平成21年３月31日）

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益（千円） 232,293

普通株主に帰属しない金額（千円）     -

普通株式に係る当期純利益（千円） 232,293

期中平均株式数（千株） 19,999
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（重要な後発事象）

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

（会社分割）

川口金属工業株式会社（以下「甲」という。）と株式会社川金ホールディングス（以下「乙」という。）は、平成

21年2月に吸収分割契約を締結し、吸収分割契約に基づき、平成21年4月1日に吸収分割を行いました。

吸収分割契約の概要は、以下のとおりであります。

①吸収分割契約の内容

甲の営む関係会社株式管理事業を乙に承継させるための吸収分割を行う。

②目的

グループ再編の一環として行われる吸収分割であります。

③分割期日

平成21年4月1日

④吸収分割に際し交付する金銭および株式等

乙は、本件分割に際して甲に対し、金銭および株式等の発行、交付を行わない。

⑤承継する資産・負債の状況（平成20年3月31日）

資産401百万円、負債401百万円

⑥両社の概要

川口金属工業㈱

　資本金　1,000百万円

　主な事業内容　鉄鋼業

㈱川金ホールディングス

　資本金　500百万円

　主な事業内容　グループ管理業

なお、当該会社分割により売上高、生産高等には影響ありません。 

   

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当事項はありません。
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引
当期末残高
（千円）

有形固定資産        

-  -  -  -  -  -  -  -

有形固定資産計     -     -     -     -     -     -     -

無形固定資産        

その他     -     -     - 9,250 154 154 9,095

無形固定資産計     -     -     - 9,250 154 154 9,095

長期前払費用     -     -     -     -     -     -     -

繰延資産        

－     -     -     -     -     -     -     -

繰延資産計     -     -     -     -     -     -     -

　（注）無形固定資産の総額が資産の1％以下のため、「前期末残高」「当期増加額」「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

賞与引当金     - 573     -     - 573
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（２）【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。 

 ①現金及び預金

区分 金額（千円）

預金     

当座預金 81,383

別段預金 623

小計 82,007

計 82,007

②関係会社株式

相手先 金額（千円）

川口金属工業㈱ 2,337,300

川口金属鋳造㈱　 2,051,532

㈱川金コアテック　 45,000

計 4,433,833
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（３）【その他】

　　　　　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

(特別口座） 

東京都港区芝三丁目33番１号

　中央三井信託銀行株式会社本店

株主名簿管理人

(特別口座） 

東京都港区芝三丁目33番１号

　中央三井信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）単元未満株式については定款において、次のとおり権利を制限しております。

① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

② 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

EDINET提出書類

株式会社川金ホールディングス(E21200)

有価証券報告書

79/83



第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

四半期報告書及び確認書　

平成21年2月13日　関東財務局に提出　（第１期第３四半期　自平成20年10月1日　至平成20年12月31日）　

臨時報告書 

平成20年11月28日　関東財務局に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第18号（債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場

合）の規定に基づく臨時報告書であります。

平成21年2月17日　関東財務局に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（吸収分割）の規定に基づく臨時報告書であります。

臨時報告書の訂正報告書 

平成21年2月20日　関東財務局に提出 

平成21年2月17日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
  平成21年６月26日
株式会社川金ホールディングス   

 取締役会　御中  
 東陽監査法人  

 指定社員
業務執行社員  公認会計士 本橋　隆夫　　印

 指定社員
業務執行社員  公認会計士 福田　　裕　　印

＜財務諸表監査＞　
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社川金ホールディングスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に
ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に
対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と
して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として
の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を
得たと判断している。
　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社川金ホールディングス及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度
の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
追記情報
１． 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、当連結会計年度より「棚卸資産
の評価に関する会計基準」を適用している。

２． 重要な後発事象に記載されているとおり、平成21年４月１日に㈱川金ホールディングスは会社分割により、川口金属
工業㈱（現 ㈱川金ビジネスマネジメント）の関係会社株式管理事業を承継した。

３． 重要な後発事象に記載されているとおり、平成21年４月１日に㈱川金コアテックは会社分割により、川口金属工業㈱
（現 ㈱川金ビジネスマネジメント）の土木建築用機材製造販売事業を承継した。 

 
＜内部統制監査＞　
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社川金ホールディングス
の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統
制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明する
ことにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可
能性がある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどう
かの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範
囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを
含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、株式会社川金ホールディングスが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成21年６月26日

株式会社川金ホールディングス   

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 指定社員
業務執行社員  公認会計士 本橋　隆夫　　印

 指定社員
業務執行社員  公認会計士 福田　　裕　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社川金ホールディングスの平成20年10月１日から平成21年３月31日までの第１期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経
営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判
断している。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社川
金ホールディングスの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
 
追記情報
　重要な後発事象に記載されているとおり、平成21年４月１日に㈱川金ホールディングスは会社分割により、川口金属工業
㈱（現 ㈱川金ビジネスマネジメント）の関係会社株式管理事業を承継した。  
 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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